
　
今
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
が
ソ
ブ
リ

ン
リ
ス
ク
（
政
府
債
務
の
信
認
危

機
）
に
あ
え
い
で
い
る
。
日
本
の

財
政
状
況
も
悪
く
、
国
内
総
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
２
倍
も
の
赤
字
を

抱
え
て
い
る
。
も
は
や
無
駄
を
省

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
０
・
４
％
相
当
の
収
支

が
改
善
さ
れ
る
。
国
・
地
方
の
基

礎
的
財
政
収
支
の
赤
字
６
％
を
、

全
て
消
費
税
で
埋
め
る
と
す
れ

ば
、
さ
ら
に
15
％
必
要
と
な
る
。

政
府
は
一
体
改
革
案
で
、
消
費
税

を
段
階
的
に
10
％
ま
で
引
き
上
げ

る
と
し
て
い
る
が
、
財
政
健
全
化

の
た
め
に
は
さ
ら
な
る
増
税
が
必

　
渡
辺
　
日
本
は
今
、
千
年
に
一

度
の
歴
史
的
な
転
換
点
に
立
っ
て

い
る
。
今
後
人
口
が
急
激
に
減
少

し
、
２
０
５
０
年
に
は
65
歳
以
上

の
人
口
が
４
割
に
達
す
る
。
消
費

税
の
増
税
は
不
可
欠
だ
が
、
税
率

引
き
上
げ
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ

れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
社
会
保

障
の
持
続
性
の
維
持
に
は
、
制
度

の
本
格
的
な
ス
リ
ム
化
が
必
要

だ
。

　
年
金
受
給
年
齢
の
引
き
上
げ
、

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
の
引
き

上
げ
、
生
活
保
護
給
付
水
準
の
引

き
下
げ
と
い
っ
た
困
難
な
改
革
を

受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
社
会
保

障・税
制
度
の
効
率
性
、
透
明
性
、

公
平
性
、
不
正
防
止
の
実
効
性
が

必
要
条
件
と
な
る
。
そ
の
意
味
で

番
号
制
度
は
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。

　
各
人
が
所
得
税
や
社
会
保
険
料

す
一
方
だ
。
長
期
に
わ
た
る
デ
フ

レ
経
済
で
税
収
の
確
保
も
難
し
い

な
か
、
将
来
の
世
代
へ
の
負
担
の

先
送
り
が
続
い
て
い
る
。
社
会
保

障
と
税
を
同
時
に
考
え
た
と
き
、

歳
入
の
裏
付
け
の
な
い
社
会
保
障

は
持
続
可
能
で
は
な
く
、
何
に
使

う
か
が
明
ら
か
で
な
い
増
税
は
納

得
を
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
公
債
累

積
に
よ
る
国
家
リ
ス
ク
軽
減
も
喫

緊
の
課
題
だ
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
と
財

政
健
全
化
を
実
現
す
る
一
体
改
革

に
つ
い
て
考
え
る
。

　
日
本
の
社
会
保
障
財
政
は
、
高

齢
化
の
進
展
に
よ
り
厳
し
さ
を
増

を
い
く
ら
負
担
す
る
の
か
、
そ
し

て
い
く
ら
受
給
で
き
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
、
個
人
を
ベ
ー
ス
に
し

た
制
度
横
断
的
な
発
想
に
よ
り
、

制
度
間
の
「
縦
割
り
」
の
意
義
や

必
要
性
を
消
滅
さ
せ
る
方
向
で
機

能
す
る
点
に
も
、
番
号
制
度
導
入

の
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

　
国
民
皆
年
金
・
皆
保
険
が
実
現

し
て
半
世
紀
。
こ
の
間
、
経
済
成

長
率
の
低
下
、
少
子
高
齢
化
の
進

展
、
雇
用
形
態
や
家
族
形
態
の
多

様
化
な
ど
、
当
初
の
社
会
保
障
制

度
が
前
提
と
し
て
い
た
諸
要
素
が

　
６
月
に
政
府
与
党
が
取
り
ま
と

め
た
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革

案
で
は
、
社
会
保
障
の
形
を
全
世

代
対
応
型
へ
と
転
換
。
将
来
の
支

え
手
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て

る
家
庭
へ
の
支
援
を
強
化
し
て
少

子
化
の
流
れ
を
変
え
る
と
と
も

に
、
若
者
・
女
性
・
高
齢
者
・
障

害
者
の
就
業
率
の
向
上
を
図
り
、

全
員
参
加
型
社
会
の
実
現
を
目
指

す
。

　
山
重
　
日
本
は
先
進
国
の
中
で

も
、
女
性
の
労
働
参
加
と
出
生
率

が
い
ず
れ
も
低
い
水
準
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
北
欧

諸
国
は
女
性
の
労
働
参
加
が
高
い

の
み
な
ら
ず
、
出
生
率
も
高
い
。

子
育
て
世
代
へ
の
公
的
支
出
が
し

っ
か
り
と
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

大
き
く
変
化
し
た
。
社
会
保
障
に

関
す
る
国
民
の
不
安
や
不
満
を
解

消
す
る
た
め
に
は
、
日
本
が
直
面

す
る
社
会
・
経
済
の
状
況
に
対
応

し
た
制
度
に
変
革
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　
欧
州
経
済
危
機
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
社
会
不
安
と
経
済
悪
化
の
悪

循
環
を
断
ち
切
り
、
社
会
保
障
を

将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
い
く

に
は
、
安
定
的
な
財
源
を
確
保
し

て
財
政
健
全
化
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
党
派
を

超
え
た
幅
広
い
議
論
を
喚
起
し
、

国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
い
き

た
い
。

い
て
何
と
か
な
る
レ
ベ
ル
を
は
る

か
に
超
え
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で

は
、
高
負
担
で
も
中
福
祉
、
中
負

担
な
ら
低
福
祉
し
か
望
め
な
い
現

実
を
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
社
会
保
障
と

　
佐
藤
　
社
会
保
障
・
税
一
体
改

革
で
、な
ぜ
消
費
税
か
と
い
え
ば
、

法
人
税
や
所
得
税
の
増
税
に
比

べ
、
経
済
成
長
へ
の
マ
イ
ナ
ス
効

果
が
小
さ
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
は
、
安
定
的

租
税
を
合
わ
せ
た
日
本
の
国
民
負

担
率
は
、
米
国
な
ど
と
並
び
、
経

済
開
発
協
力
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）

諸
国
で
最
も
低
い
水
準
に
あ
る
。

福
祉
を
市
場
に
依
存
す
る
米
国
の

場
合
、
税
負
担
が
少
な
い
分
、
家

計
に
占
め
る
民
間
の
保
険・年
金・

教
育
費
の
割
合
は
約
30
％
と
高

く
、
合
計
支
出
で
は
、
政
府
依
存

型
福
祉
国
家
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

変
わ
ら
な
い
。

　
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
と
社
会
保

障
の
充
実
と
い
う
観
点
で
言
え

ば
、
個
人
消
費
で
確
実
に
伸
び
て

い
く
の
は
、
医
療
・
介
護
・
子
育

て
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
分
野
だ
。
雇

用
創
出
や
内
需
拡
大
、
将
来
へ
の

ど
も
に
依
存
し
て
年
金
で
生
活
で

き
れ
ば
、
子
ど
も
を
持
つ
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
低
下
す
る
。従
っ
て
、

社
会
全
体
で
高
齢
者
を
支
援
す
る

社
会
保
障
制
度
を
持
つ
国
は
、
子

育
て
も
社
会
全
体
で
支
援
す
る
こ

と
が
非
常
に
重
要
だ
。

　
少
子
化
お
よ
び
女
性
の
労
働
参

加
に
関
す
る
非
効
率
性
を
同
時
に

解
決
す
る
の
が
、
子
育
て
支
援
で

あ
る
。
基
本
的
に
は
児
童
手
当
や

子
ど
も
手
当
で
は
な
く
、
保
育
所

利
用
や
育
児
休
業
中
の
補
助
を
中

心
と
し
た
仕
組
み
を
整
え
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
。

不
安
解
消
と
い
っ
た
効
果
の
ほ

か
、
貯
蓄
性
向
の
高
い
層
か
ら
消

費
性
向
の
高
い
層
へ
と
所
得
が
再

分
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
需
要
拡

大
効
果
も
見
込
め
る
。

　
日
本
は
毎
年
、
フ
ロ
ー
で
赤
字

を
出
し
て
い
る
。
政
府
は
２
０
１

０
年
代
半
ば
ま
で
に
消
費
税
率
を

引
き
上
げ
る
案
を
示
し
て
い
る

が
、
時
間
が
た
つ
ほ
ど
財
政
再
建

に
回
す
分
が
膨
ら
み
、
社
会
保
障

機
能
の
強
化
分
が
減
っ
て
し
ま

う
。
増
税
を
訴
え
る
た
め
に
は
、

納
税
者
権
利
憲
章
、
共
通
番
号
制

度
、
歳
入
庁
の
設
立
な
ど
、
政
府

や
税
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確

立
す
る
努
力
が
不
可
欠
だ
。

な
税
源
で
あ
る
た
め
税
収
見
通
し

が
立
て
や
す
く
、
高
齢
者
も
応
分

の
負
担
を
す
る
点
に
お
い
て
世
代

間
格
差
に
も
対
応
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
消
費
税
は
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
し
た
税
金
で
あ
る
点
も

重
要
だ
。
最
終
消
費
地
に
課
す
税

な
の
で
、
輸
出
品
に
は
消
費
税
が

か
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
国
際
競
争

力
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
い
い
税

金
だ
と
い
え
る
。
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
な
か
で
そ
の
要
請
は
ま

す
ま
す
強
ま
り
、
消
費
課
税
を
軸

と
し
た
税
制
の
再
構
築
が
求
め
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

　
大
き
な
政
府
、
福
祉
国
家
の
税

制
は
効
率
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ま
で
の
税
制
・
財
政
・

社
会
保
障
は
強
い
経
済
と
経
済
成

長
に
支
え
ら
れ
た
制
度
だ
っ
た

　
国
の
税
収
41
兆
円
に
対
し
て
、

社
会
保
障
費
は
30
兆
円
。
こ
う
し

た
現
実
の
な
か
で
、
財
政
の
健
全

化
と
社
会
保
障
改
革
の
課
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
今
の
ま
ま
の
経
済
と
財
政
を
仮

定
し
た
と
き
、消
費
税
１
％
増
で
、

　
小
林
　
社
会
保
障
に
つ
い
て
は

保
険
料
方
式
か
税
方
式
か
と
い
っ

た
議
論
も
あ
る
が
、
私
は
保
険
料

の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
と
考
え

る
。
あ
る
程
度
の
税
の
投
入
は
や

む
を
得
な
い
が
、
そ
の
動
き
を
一

旦
止
め
て
、
こ
の
先
、
支
出
が
必

要
に
な
っ
た
と
き
に
、
保
険
料
で

賄
え
な
け
れ
ば
給
付
を
抑
制
す

る
、
あ
る
い
は
給
付
に
合
わ
せ
て

保
険
料
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
す
る
必
要
が
あ

る
。

　
峰
崎
　
保
険
料
方
式
は
、
景
気

の
変
動
に
よ
る
財
政
の
制
約
を
受

　
自
分
の
子
ど
も
に
頼
ら
な
く
て

も
、
他
の
人
が
育
て
て
く
れ
た
子

が
、
こ
れ
か
ら
は
経
済
・
経
済
成

長
を
支
え
る
税
制
・
財
政
・
社
会

保
障
が
必
要
に
な
る
。あ
る
意
味
、

発
想
の
転
換
で
あ
り
、
税
に
関
す

る
思
想
を
変
え
る
こ
と
で
も
あ

る
。

債
の
デ
フ
ォ
ル
ト
や
ハ
イ
パ
ー
イ

ン
フ
レ
と
い
っ
た
悲
惨
な
状
況
を

招
き
か
ね
な
い
。
よ
り
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
さ
れ
た
形
で
問
題
を
解
決
し

て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
一

体
改
革
の
一
番
重
要
な
意
味
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
山
重
　
日
本
を
支
え
る
の
は
人

で
あ
る
。
保
育
、
教
育
、
労
働
、

社
会
保
障
を
一
体
的
に
見
直
し
、

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
あ
り
よ
う
を

考
え
て
、
戦
略
的
に
政
策
を
立
て

直
す
こ
と
が
重
要
だ
。
そ
う
い
う

意
味
で
も
、
一
体
改
革
は
い
い
機

会
で
あ
る
。
日
本
の
将
来
を
見
据

え
た
幅
広
い
議
論
が
求
め
ら
れ

る
。

　
佐
藤
　
こ
れ
か
ら
は
医
療
や
介

護
に
経
営
セ
ン
ス
を
導
入
し
、
成

長
分
野
と
し
て
の
社
会
保
障
の
在

り
方
を
考
え
る
べ
き
だ
。
財
政
再

建
と
経
済
成
長
の
補
完
性
を
維
持

す
る
中
で
、
社
会
保
障
を
ど
う
位

置
づ
け
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
く

る
。
そ
も
そ
も
財
政
赤
字
を
含
め

た
多
く
の
問
題
は
私
た
ち
自
身
が

つ
く
っ
た
も
の
だ
。
次
世
代
に
よ

り
良
い
未
来
を
残
し
て
い
く
の

は
、我
々
の
当
然
の
責
務
で
あ
る
。

要
と
な
る
。

　
一
方
、
日
本
の
社
会
保
障
の
問

題
点
は
、
原
則
と
し
て
社
会
保
険

方
式
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

莫
大
な
公
費
（
税
金
）
が
投
入
さ

れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
基
礎
年
金

や
市
町
村
国
保
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
、
介
護
保
険
に
は
50
％
、

ま
た
協
会
け
ん
ぽ
や
雇
用
保
険
な

ど
に
も
公
費
が
入
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
負
担
と
給
付
の
関
係
が

希
薄
に
な
っ
て
財
政
規
律
が
低

下
。「
足
り
な
け
れ
ば
公
費
で
」

と
い
う
考
え
方
が
社
会
保
障
制
度

を
む
し
ば
ん
で
き
た
。

　
改
革
で
重
要
な
の
は
、
保
険
料

に
給
付
を
反
映
さ
せ
て
、
公
費
負

担
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

だ
。
そ
れ
に
よ
り
、
最
大
の
歳
出

で
あ
る
社
会
保
障
費
の
規
律
化
が

実
現
す
る
。
同
時
に
、
低
所
得
者

や
若
年
労
働
者
の
社
会
保
険
料
負

担
を
軽
減
す
る
措
置
も
必
要
だ
。

そ
の
際
、
所
得
を
適
切
に
捕
捉
す

る
共
通
番
号
制
が
大
き
な
役
割
を

果
た
す
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
改
革
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
は
、社
会
保
障
予
算
を「
社

会
保
険
勘
定
」「
再
分
配
勘
定
」「
機

能
強
化
勘
定
」
の
３
つ
に
分
け
、

見
え
る
形
で
国
民
に
分
か
り
や
す

く
説
明
す
る
こ
と
を
提
言
し
た

い
。

け
に
く
い
。
た
だ
、
日
本
の
場
合

は
、
税
や
社
会
保
険
料
と
い
っ
た

国
民
負
担
率
が
あ
ま
り
に
低
い
。

無
駄
を
省
く
こ
と
は
当
然
の
こ
と

と
し
て
、
あ
る
程
度
の
負
担
増
を

お
願
い
し
て
い
く
し
か
な
い
。

　
田
近
　
年
金
と
生
活
保
護
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
リ
ン

ク
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
。
生

活
保
護
水
準
ま
で
基
礎
年
金
を
増

や
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
も
あ
る

が
、
そ
の
財
源
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
国
の
財
政
が
傾
い
て

い
る
と
き
に
、
全
額
税
方
式
と
す

る
議
論
は
、
困
難
で
あ
る
と
考
え

る
。

　
渡
辺
　
日
本
の
社
会
保
障
は
長

期
的
に
見
る
と
困
難
な
状
況
に
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
成
長
に

よ
り
相
当
な
水
準
に
達
し
て
い
る

の
も
事
実
だ
。
今
後
の
分
配
の
問

題
へ
の
対
処
は
、
政
治
的
に
難
し

い
が
、
混
乱
状
態
が
続
け
ば
、
国

主催：一橋大学　http://www.hit-u.ac.jp/kenkyu/project/forum.html
お問い合わせ先：一橋大学政策フォーラム　TEL 042-580-8053
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新
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ロ
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営
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　政府は今年６月、社会保障の機能強化を図るとともに社会保障改革の財源を確保するため、
２０１０年代の半ばまでに消費税率を段階的に10％まで引き上げるとした「社会保障と税の一
体改革案」をまとめた。その内容を踏まえ、一橋大学は11月25日に「一橋大学政策フォーラム」
を開催。次世代の負担を最小限に抑えることを念頭に、持続可能な社会保障と税の在り方に
ついて、研究成果を基に様々な観点から議論を展開した。
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健
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新
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公
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コ
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会
保
障
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の
規
律
化
実
現
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Ｄ
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倍
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赤
字
抱
え
る

国
民
の
信
頼
得
る
努
力
必
要

全
員
参
加
型
社
会
を
目
指
す

歳
入
の
裏
付
け
あ
る
改
革
を

経
済
成
長
を
支
え
る
税
制
へ

消
費
税
は
国
際
化
に
も
対
応

子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
援

女
性
の
労
働
参
加
環
境
整
備

制
度
の
効
率
性
、透
明
性
に

番
号
制
度
の
導
入
不
可
欠

　〈
出
席
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写
真
右
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一
橋
大
学
大
学
院

経
済
学
研
究
科
教
授

佐
藤
主
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氏

一
橋
大
学
大
学
院

経
済
学
研
究
科
准
教
授

山
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氏

一
橋
大
学
大
学
院

経
済
学
研
究
科
教
授

渡
辺
智
之
氏

峰
崎
直
樹
氏

千
葉
商
科
大
学
大
学
院

政
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情
報
学
研
究
科
准
教
授

小
林
　
航
氏

田
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栄
治
氏
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究
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理
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経
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抱
え
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課
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」X

X

来
賓
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X
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2011年度一橋大学政策フォーラム

内閣官房参与

峰崎直樹氏
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経済財政政策担当相

古川元久氏
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氏
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大
学
大
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学
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究
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教
授
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どうする日本の社会保障と税
〜一体改革への提言〜

次
世
代
の
負
担
を
最
小
限
に

持
続
可
能
な

社
会
保
障
と
税
を
考
え
る

※次回の一橋大学政策フォーラム開催は2月15日（水）を予定しております。

【全面広告】日本経済新聞（夕刊）平成 23年 12月 22日（木曜日）掲載


